
 

様式Ｃ（介護ロボット等モニター調査事業 要望書） 

 

令和 4年 7月22日 

 

公益財団法人テクノエイド協会 殿 

 

（要望者） 

                  〒136-8670 

住所 東京都江東区東砂2-14-5 

 

事業者名  パラマウントベッド株式会社 

担当者所属  技術開発本部要素技術部要素1課 

担当者名  渋川 翔太 

電話番号  03-3648-2700 

電子メールアドレス s.shibukawa@paramount.co.jp 

 

介護ロボット等モニター調査事業 要望書 

 

貴法人が福祉用具・介護ロボット実用化支援等一式の一環として行う「介護ロボット等モニター調査事業」

について、下記の書類を添付して要望します。 

 

 

記 

 

 

１．介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書 

 

２．会社概要（任意様式） 

 

３．これまでの介護ロボット等に関わる開発実績がわかる書類（任意様式） 

※）実績がない場合は、提出不要 

 

 

 

 

（本書類の取扱いと留意事項について） 

○ ご提出いただく「介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書」は、介護施設等とマッチング

する際、当協会のホームページを通じて、介護施設等へ公開いたします。 

従って、記載する内容は、公開可能な範囲で差し支えありませんが、具体的な記載がない場合に

は、マッチング先が現れない場合もあり得ることをご了承ください。 

○ 適切なご協力がいただける介護施設等とマッチングするためにも、記載内容は技術的な事に偏ら

ず理解しやすいものとしてください。 

○ 当協会では記載内容や本事業に関わる各種の相談を承っております。 

○ 案件によっては、マッチング先が現れない場合もあり得ることをご留意ください。 

 

 

 

 

企業等 



 

様式Ｄ（介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書） 

令和 4年 7月 22日 

 

介護ロボット等モニター調査事業 計画概要書 

 

１．申請者（企業）の概要等 

企業名 パラマウントベッド株式会社 

担当者名 渋川 翔太 

担当者連絡先 

住所 
〒136-8670 

東京都江東区東砂2-14-5 

電話 03-3648-2700 

電子メールアドレス s.shibukawa@paramount.co.jp 

主たる業種 

1．医療・介護用ベッド等および什器備品の製造、販売 

2．医療福祉機器および家具等の製造、販売 

3．上記品目に関する輸出入、リース、レンタル、および保守・修理 

 

主要な製品 医療・介護用ベッド 

希望する施設等の

種類や職種等 

 

希望施設に☑を入

れてください 

複数選択可 

☑介護老人福祉施設：特別養護老人ホーム 

☑介護老人保健施設：老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 

□認知症対応型共同生活介護：グループホーム 

☑特定施設入居者生活介護：有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、 

サービス付き高齢者向け住宅、地域密着型特定施設入所者生活介護 

□居宅介護サービス：訪問介護、看護、デイサービス、リハ、福祉用具貸与サービス

事業者、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 等 

□ショートステイ 

□障害者福祉施設 

□医療機関：介護療養型、介護医療院、病院、リハビリテーションセンター 等 

□その他：（                          ） 

 

その他の希望 

＜施設状況＞ 

現在、お使いのマットセンサ、ベッドセンサに課題を感じているご施設 

入居者の体重管理による栄養ケアに興味をお持ちのご施設 

＜希望エリア＞ 

都内、千葉県北西部、埼玉県南部、神奈川県東部（弊社から2時間圏内） 

携帯回線（LTE）を使用するため、居室内で電波が届くエリアを希望します。 

 

 

企業等 
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２．試用介護機器の概要（可能な限り詳しくご記入ください。） 

機器の名称（仮称） ベッド内蔵センサを利用した見守りシステム 

機器の概要 

 

（写真を添付する

こと） 

 

想定する使用者、使用場面 

<想定する使用者> 

介護業務の効率化と質向上の両立を図りたい介護施設及び介護職員 

 

<想定する場面> 

居室内の見守り、入居者の体調管理 

 

機能と使用方法、有用性 

本件の見守りシステムは弊社製品のベッドに4個のセンサを搭載したもので、ベッド上

の入居者の動きと体重を自動で検知し、記録した連続データ（モニタリングデータ）

をPC、スマートフォンなどで表示します。 

モニタリングデータを確認することで、例えば以下の効果が見込まれます。 

・離床しようと動く速さやベッドの振動から、ナースコールなどへ通知するタイミ

ングの判断の指標になる 

・動く頻度や体重増減幅から、栄養ケアの要否の判断の指標になる 

上記のような効果によって、従来の見守り業務の効率化や質向上に貢献できる可能性

があります。 

 

モニタリングデータには以下の2つの情報が含まれます。 

①行動検知情報 

 ベッド上の入居者の動きや寝位置をベッド内蔵のセンサが検知し、入居者の行動を

推定します。 

「起きあがり・端座位・離床・見守り」を基本的な行動として識別します。 

 他にも、例えば以下のような効果も見込めます。 

 ・起き上がる前の予兆動作がわかる 

 ・起き上がってから、離床するまでの様子がわかる 

 ・ベッドの隅など、寝位置がずれていることがわかる 

 

②体重測定情報 

 行動検知に使用するセンサを使って、ベッド上にいる入居者の体重を測定すること

ができます。入居者に体重計に載っていただく必要はなく、常時測定し、時間帯の

指定があれば、その時間帯で測定した体重値を記録します。 

 ※体重測定値は参考値です。医療行為には使用できません。 
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センサ内蔵ベッド 

 

 

類似する機器との相違 

・弊社の現行製品と比較して、ベッド上の入居者の行動をより細かく検知することが

できます。 

・ベッド上の入居者の寝位置を把握することもできるようになります。 

・入居者の体重を自動記録し、その経過を見える化します。 

 

当該機器と介護業務との関連性 

見守り・モニタリングに関連する業務の見直しに利用できます。 

・入居者のベッド上の行動から、転倒転落アセスメントに活用できる。 

・入居者の活動量や体重値から、栄養ケアの要否の判断に活用できる。 

 

 

現在の開発状況と

課題 

機器に関するリスクアセスメント（性能安全と利用安全の確保対策） 

※アセスメント結果を添付して下さい。  

製品として、社内でのリスクアセスメントを実施済みです。 

※ベッド本体は、電気的・機械的な安全性に関する試験を実施して合格済み 

 JIS-T0601-1:2017、JIS-T0601-2:2012等から、関連項目を参照し評価を実施 

社内や社外モニター調査の実績 

※実績ありの場合は、その結果を添付して下さい。 

特になし 

 

開発に関する当面の課題 

実際の介護環境に設置した際の測定データの外乱の把握とその対処方法の検討が課題

です。 
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３．モニター調査の概要 

１．調査のねらい モニタリングデータ（行動検知情報と体重測定情報）が介護の現場に必要とされ、業

務負担の軽減・質向上に貢献できるかを調査のねらいとします。 

具体的にはモニタリングデータとそれに含まれる情報に対してヒアリングと精度検

証を行います。 

 

モニタリングデータについて、 

・栄養ケアの要否の判断や、転倒転落アセスメントに活用できるかヒアリングします。 

・他にも業務負担削減や新たな知見に紐づくかをヒアリングします。 

 

行動検知情報について、 

・動き出しや寝位置の検知といった従来製品以上の機能が必要であるかヒアリングし

ます。 

・検知内容が適切であるか、設置したカメラの記録動画像とセンサの検知結果を比較

します。 

 

体重測定情報について、 

・測定精度が適切であるか、通常業務で測定された体重値と本機能で算出した体重値

を比較します。 

 

２．調査概要 １）調査対象： 

介護施設の介護職員 

 

２）調査したい場面、場所： 

見守りが必要な場面と場所 

体重測定する場面と場所 

 

３）調査期間（日数）： 

約2.5か月間 

 ・現状調査0.5ヶ月 

 ・運用評価2か月 

 

４）機器の台数： 

1～3台 
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４．モニター調査の実施手法（協力施設等へお願いしたい内容） 

※本書のＰ９～１０を参考にモニター調査の具体的な実施方法を記載してください。 

注）５つの項目全てを行う必要はありません。（実施しない項目は「特になし」としてください。） 

※モニター調査検討委員会等の審議により採択された場合には、当協会及び専門家によるアドバイスを行います。 

１．利用対象者の適

用範囲に関するこ

と 

・起き上がりや離床などの行動に対して通知を必要とする方 

・カメラ画像の撮影に同意いただける方 

※機能の精度検証のために居室内に設置させていただきます。 

 

２．利用環境の条件

に関すること 

・弊社製品のベッドを複数台設置させていただけるご施設 

 ※現在、ご利用されているベッドの保管場所は適宜相談 

・使用場所にて携帯回線（LTE）が利用できること 

 

３．機器の利用効果

に関すること 

【調査手法】 

□観察法 ■インタビュー法 ■質問紙法 □その他： 

 

【取得指標】 

ⅰ被介護者 

 ■要介護度 ■ＡＤＬ □ＩＡＤＬ □ＬＳＡ □日常生活時間 □ＱＯＬ 

 □その他（                            ） 

ⅱ介護者 

 □腰痛等の有無 ■介護負担指標 □ストレス指標 □生体情報 

□その他（                             ） 

 

【想定する調査方法】 

(1)システム概要と運用案 

▼現状調査 

以下の内容を確認させていただきます。 

・入居者の見守り方法 

・入居者の体重の測定・記録方法 

・入居者の栄養ケアの判断方法 

・入居者に対する離床センサの選定基準 

 

 

▼機器・システムの導入 

・見守りシステムを搭載したベッド 

  弊社の従来製品にセンサを追加したベッドです。 

  本件のベッドは従来製のベッドセンサと同様にご利用いただけます。 

  ベッドに内蔵されたセンサ情報は携帯回線を介して弊社に自動送信されます。 

 

・行動記録用のカメラ 

  本件で提案する動き出し検知や寝位置の判定結果を照合するためのカメラです。 

  期間中は常時録画させていただきます。 

  記録データは内蔵のSDカードに記録し、後日回収いたします。 

  記録情報は本件以外の用途には使用いたしません。 

 

・モバイルルータ 

  ベッドのセンサ情報を携帯回線で送信するために設置いたします。 
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(2)調査方法 

ご施設はベッドを従来通り運用していただきます。 

また、ご協力いただく入居者の居室に行動記録用カメラを設置、録画いたします。 

弊社は期間中に記録したセンサの検知データとカメラの録画データを分析します。 

その分析結果をご施設の介護職員にヒアリングし、モニタリングデータ・行動検知情

報・体重測定情報の有用性について評価していただきます。 

※ベッドセンサ利用環境がない場合は弊社のベッドセンサ（離床CATCH）環境の運用

からサポートさせていただきます。 

 

＜ヒアリング内容＞ 

介護職員を対象に、見守りシステムが記録したデータと現状の比較調査をするため、

下記項目を質問紙およびインタビューにより評価します。 

▼モニタリングデータの有用性 

 ・評価期間中に蓄積されたデータを確認し、介護の観点から気づきがあるか 

 

▼行動検知情報の有用性 

 ・従来以上の検知機能が必要か 

 

▼体重測定情報の有用性 

 ・測定精度は判断指標として十分な精度であるか 

 

＜精度検証内容＞ 

システムが検知した情報が指標として扱える性能であるか確認するため、記録したデ

ータとシステムが検知した内容を比較します。 

▼行動検知情報の信頼性 

  ・検知内容が適切であるか、設置したカメラの記録動画像とセンサの検知結果を

比較します。 

 

▼体重測定情報の信頼性 

  ・測定精度が適切であるか、通常業務で測定された体重値と本機能で算出した体

重値を比較します。 

 

 

 

４．機器の使い勝手

に関すること 

特になし 

 

５．介護現場での利

用の継続性に関す

ること 

特になし 

６．その他 特になし 

（注）必要に応じて記載欄を増やしてください。 
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